
 

 

勝浦市公告第９号 

 

勝浦市制限付一般競争入札の実施について 

 

 地方自治法第２３４条第１項の規定により、制限付一般競争入札を次のとおり実施する。 

 

 平成２１年１０月１６日 

 

 

                      勝浦市長 藤 平 輝 夫 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件名（工事名）  勝浦中学校校舎耐震補強・大規模改修工事 

（２）場   所  勝浦市出水地内   

（３）工 事 期 限  平成２２年１１月３０日 

（４）工 事 概 要 
           構造          鉄筋コンクリート造４階建て 
             建築面積      1,008㎡   延床面積 3,991㎡ 

            耐震補強工事   外部鋼板内蔵ＲＣブレース補強 １２箇所 

                           内部枠付鉄骨ブレース補強 ８箇所 

                           ＲＣ壁補強壁新設 ８箇所、他 

                    大規模改修工事 各教室及び諸室の床・天井・壁の改修 

                            防火扉・照明器具・火災報知機の取替え 

防火シャッターの新設、他         

（５）予 定 価 格     ２５１，０００，０００円（税抜き） 

（６）最低制限価格     ２１３，３５０，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。 

（１）ア、平成２１・２２・２３年度勝浦市建設工事等入札参加業者資格者名簿に登載されている

者のうち、建築工事について建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者で、かつ、

建設業法に基づく営業の停止又は勝浦市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び勝浦市

建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名停止措置又は除外措置を本工事の公告日から

本工事の入札日までの間、受けていない者。 

   イ、県内に本店又は建設業法に基づく許可を受けた支店若しくは営業所がある者で、有効期限

内で最新の経営事項審査結果通知書記載の建築工事に係る総合評点（Ｐ）が１，１００点以

上の者。 

   ウ、過去１０年間に工事が完成し引渡しの済んだ国又は、地方公共団体等が発注した鉄筋コン

クリート造で延床面積が２，０００㎡以上の建築物の耐震補強又は大規模改修工事を元請と



 

 

して施工した実績がある者。（共同企業体にあっては、代表者に限る） 

   エ、１級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者（公告日において３か月以上直 

接的かつ恒常的関係にある者）を専任で配置できる者。 

   オ、地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次に該当しない者 

   （ア）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入札日

前６ヶ月以内に、手形、小切手を不渡りした者 

   （イ）会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされ

ていない者（国土交通省の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。） 

   （ウ）民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更正手続開始決定がされ

ていない者（国土交通省の一般競争入札参加資格再審査の認定を受けていない者を含む。） 

 ３ 入札執行の場所及び日時 

（１）場所：勝浦市役所 ２階 ２０１会議室 

（２）日時：平成２１年１１月２５日（水） 午後１時３０分 

   郵便及び電報による入札は認めないので、指定する場所及び日時に集合すること。 

（３）入札方法：勝浦市入札約款のとおり 

（４）開札日時及び場所：（１）及び（２）のとおり 

４ 入札参加資格の確認等 

  本工事の入札に参加できる者は、別に配布する制限付一般競争入札参加資格確認申請書及び関

係資料を持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）資格確認資料の申請期間等 

  ①期間：平成２１年１０月１６日（金）から平成２１年１０月２６日（月）まで（土曜日、日

曜日及び祝日を除く。） 

  ②時間：午前９時から午後４時３０分まで 

  ③場所：勝浦市役所財政課契約検査係 電話０４７０－７３－６６４９  

  ④申請用紙：上記①の受付期間中、制限付一般競争入札参加資格確認申請書を勝浦市財政課 

又は、本市ホームページにて配布する。 

  ⑤添付書類 

   ア．有効期限内で最新の経営事項審査結果通知書の写し 

   イ．建設業許可通知書の写し 

   ウ．監理技術者の資格者証の写し 

   エ．同種工事の契約書の写し 

  ⑥提出部数：１部（袋綴じ） 

（２）入札参加資格の確認結果通知：平成２１年１１月６日付けで郵送をもって通知する。 

（３）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明

を求める場合は、平成２１年１１月１１日（水）までに、勝浦市財政課へその旨を記載した書

類を持参し、提出すること。 



 

 

（４）入札参加資格が無いと認めた理由は、説明を求められた日から３日以内（土曜日、日曜日及

び祝日を除く。）に書面で回答する。 

５ 契約条項等を示す場所 

    本工事に係る契約書案、入札約款、設計図面及び仕様書等（以下「設計図書等」という。）の

縦覧及び配布を次のとおり行う。 

  （１）縦覧期間等 

    ①期間：平成２１年１０月１６日（金）から平成２１年１１月１６日（月）まで（土曜日、日

曜日及び祝日を除く） 

    ②時間：午前９時から午後４時３０分まで 

    ③場所：勝浦市財政課契約検査係 電話０４７０－７３－６６４９  

  （２）縦覧の申込み：設計図書等の縦覧を希望する者は、電話等で申込むこと。 

希望日時を考慮して縦覧日時を指定する。 

  （３）設計図書等の配布申込み：希望者に、設計図書等をＣＤ－Ｒにコピーし配布するので電話等

で事前に申し込むこと。（ＣＤ－Ｒを持参のこと） 

（４）設計図書等に対する質問等 

  ①当該工事に係る設計図書に対する質問事項があるときは、質問書を書面により提出すること。

（ＦＡＸ可） 

  ②提出期限：平成２１年１１月１６日（月）午後４時まで 

③提出先：勝浦市都市建設課 ＜電話＞０４７０－７３－６６２７  

＜ＦＡＸ＞０４７０－７３－８７８８ 

  ④回答日：平成２１年１１月１９日（木）に勝浦市都市建設課からＦＡＸ又は電子メールに  

より行う。 

６ 入札保証金 

  入札保証金は免除する。 

７ 契約保証金について 

  契約者は、契約金額の１００分の１０以上の額の契約保証がなされていることが証明される

次の（１）から（６）までのいずれかの書類を提出すること。 

 （１）金融機関の「保証証書」 

 （２）保証事業会社の「保証証書」 

 （３）保険会社の「公共工事履行保証証券（履行ボンド）」 

 （４）保険会社の「履行保証保険証券」 

 （５）「歳入歳出外現金領収証書」 

 （６）有価証券の「保管証書」 

８ 入札書に記載する金額 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を



 

 

もって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

９ 入札に関する注意事項 

（１）入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

（２）入札書、誓約書及び委任状には、工事名及び工事を施工する場所をこの公告の記載に従い記

入すること。 

（３）入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代理人の印のほか代表者印

を押すこと。 

（４）代理人が入札を行う場合の委任状の提出がない場合は、入札に参加できない。 

（５）年間委任状が提出されている場合は、その写しを提出すること。 

（６）入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札前日までに入札辞退届を郵送

又は持参により提出すること。 

（７）本工事の入札は、最低制限価格を設けているので、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最

低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、落札となるべき同価格の入札が２人以上

あるときは、直ちに抽選によって落札者を定めるものとする。 

（８）本工事の入札参加資格確認結果通知書の写しを提出すること。 

１０ 工事費内訳書 

（１）入札参加者は、入札に際し、工事費内訳書を提出すること。 

（２）工事費内訳書の様式は任意であるが、数量、単価、金額等内訳金額を明示し、工事費内訳書

としての内容を備えていること。 

（３）工事費内訳書を提出しない場合は、入札を無効とする。 

１１ 入札の不執行 

  資格確認の結果、資格を有すると認められた者が１者である場合、特別の事情がない限り入

札を取りやめるものとする。 

１２ 入札の無効 

  本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者又は虚偽の申請を行った者のした入札若しく

は、入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

１３ 議会の議決 

  本工事の請負契約は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定による議会の議決を要するの

で、落札者と決定された者と７日以内に仮契約を締結し、勝浦市議会において可決されたときに

本契約として効力を生ずる。ただし、議会の議決を得られなかった時は、この契約は無効となり、

発注者は損害賠償の責を負わない。 

１４ 秘密の保持 

  提出された資格確認申請書は返還しない。なお資格確認の目的以外で使用しない。 

 



 

 

１５ 契約金の支払方法 

（１）前金払については支払限度の範囲内で支払う。 

（２）部分払については各会計年度の支払限度の範囲内で支払う。 

 

１６ その他 

（１）上記以外に定めのないものは、地方自治法施行令、勝浦市財務規則、勝浦市入札約款、勝浦

市一般競争入札実施要領による。 

（２）工事完成期限は、事情により変更することがある。 

（３）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（４）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確

認できない場合には、説明を求めることがある。 

（５）入札を公正に執行することが困難と認めるとき、その他止むを得ない事情があるときは、入

札を延期し、または中止することがある。この場合において、入札参加資格を有する者からの

異議を申し立てることはできない。 

 

１７ 問い合わせ先 

  千葉県勝浦市新官１３４３番地の１ 

  勝浦市役所 財政課 契約検査係 

  電 話 ０４７０－７３－６６４９ 

  ＦＡＸ ０４７０－７３－３９３７ 

  Ｈ Ｐ http://www.city.katsuura.chiba.jp/


